
議案第２０号 

 

北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について 

 

 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次

のように改正する。 

 

 

  令和８年２月１９日 提出 

 

 

北本市長 三 宮 幸 雄     

 

 

   北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例 

 

北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４

年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「４３３，０００円」を「４５４，０００円」に改め、

同条第２号中「３７３，０００円」を「３９１，０００円」に改め、同

条第３号及び第４号中「３６２，０００円」を「３７９，０００円」に

改め、同条第５号中「３５５，０００円」を「３７２，０００円」に改

める。 

 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


